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○

扶養親族の所属の振分け

Q:私達は共働きのサラリーマン夫婦です。

3人いる子供は、年末調整の際、夫婦どちら

の扶養親族にしてもよいのでしょうか。

A:2人以上の所得者に共有する扶養親族

の所属はそれらの人が提出する申告書等に記

載されたところで取り扱うことになっていま

す⑪

ご質問のような共稼ぎのサラリーマン夫婦

の場合、その子供は父母いずれかの「扶養控

除等申告書」に扶養親族として記載され、そ

れに従って所得税が徴収されることになりま

すが、夫婦どちらの扶養控除の対象にするか

は自由に選択できます。

扶養控除等申告書は、年初に会社に提出し

ている場合が多いと思います。

しかし、夫の扶養親族として提出していて

も、妻の収入が大幅にアップしたので、妻の

扶養親族とした方が有利になったというよう

な場合には、夫婦それぞれが、改めて「扶養

控除等申告書」を提出すれば、扶養親族の所

属を変更させることができます。

ご質問の場合、子供が3人ということです

から、全員を夫の扶養親族とするだけでなく、

下記のように全部で4通りの中から一番有利

なものを選ぶことができます。

①夫 3 人 ・妻0人②夫2人・妻1人

③夫1人・妻2人④夫0人・妻3人

つまり、夫婦2人あわせた税金が最も少な

くなるように、子供を夫婦いずれかの扶養親

族に振り分ければよいことになります。
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